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議第170号

京都市宿泊税条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市宿泊税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和元年９月20日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市宿泊税条例の一部を改正する条例

　京都市宿泊税条例の一部を次のように改正する。

　第19条を第20条とし，第18条を第19条とし，第17条の次に次の１条を加え

る。

（間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税）

第18条　宿泊税は，地方税法施行令第６条の22の４第６号及び第６条の22の

９第４号に規定する条例で指定する法定外目的税とする。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日前にした行為に係る宿泊税に関する犯則事件の調査

及び処分については，なお従前の例による。

提案理由

　現行犯事件の許可状によらない臨検，捜索又は差押え及び犯則事件につい

ての通告処分の対象となる間接地方税並びに臨検，捜索又は差押え等の夜間

執行の制限を受けない地方税として宿泊税を指定する必要があるので提案す

る。


